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Since 1949, both the People’s Republic of China (PRC) and the Republic of China (ROC) have asserted 
that there is only one China. However, the substantive meanings attached to this claim have diverged, 
and the policies derived from it have evolved in line with shifting interpretations over time. 
The PRC has institutionalized its interpretation through legislation and constitutional amendments that 

provide legal justification for the potential use of force in pursuit of national unification. By contrast, 
the ROC has undergone a profound process of democratization since 1996, introducing direct 
presidential elections and enacting constitutional amendments that increasingly reflect popular 
sovereignty. 
Although both sides continue to formally uphold the principle that China is one, the societal consensus 

underpinning this claim has grown increasingly incongruent. This paper examines the evolving 
interpretations of the “one China” claim by analyzing the interaction between leadership changes and 
constitutional amendments on both sides of the Taiwan Strait. 

 
1. はじめに 

1949 年 10 月１日、毛沢東が中華人民共和国（以下

「中国大陸」という）の建国を宣言して以来、「中国

人民政治協商会議共同綱領」第 1 条において、「全国

のすべての民主階級と民族集団を団結し、帝国主義、

封建主義、官僚資本主義に反対し、中国の独立、民

主主義、平和、統一、繁栄を目指す。」として、「民族

の団結と統一」を掲げる1一方で、中国大陸と台湾の

中華民国（以下「台湾」という）は分裂国家の分裂体

同士として、独立した政治的実体による分断統治が

継続している。また、双方には各々において解釈や

認識が異なる、いわゆる同床異夢の「一つの中国」

原則が存在する。この「一つの中国」に関しては、中

国大陸と台湾（以下「中台両岸」という）が、1949 年

以降、各々の指導者の方針に基づく対外政策を採用

してきており、国際社会の情勢や政治体制の変化に

応じて位置づけや解釈の弾力的な変化が見られる。 
本稿は、1949 年から 2025 年に至る中台両岸の指

導者及び政権の採用した政策と具体的な実行を検討

することを通じて、「一つの中国」をめぐる解釈及び

認識等の変化とその限界について、明らかにするこ

とを目的とする。とりわけ、中国大陸による武力の

行使に影響を与える主な要素に着目する。具体的に

は、まず、中台両岸の「一つの中国」原則の解釈を整

理した上で、その変遷を中台両岸の指導者等が採用

した政策に着目して概観する。次に、それらの政策
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と各々の憲法との関連について分析する。さらに、

中台両岸の採用した政策及び、それに伴う政治的な

対応の実態を踏まえ、「一つの中国」原則の解釈と認

識の変化とその限界について考察する。 
 
2. 「一つの中国」原則の解釈 
2.1 中国大陸における解釈 
福田は、中国大陸での「一つの中国」原則の解釈

について、「中国政府が主張する『一つの中国』原則

は、台湾に対する原則と、国際社会に対する原則の

二つから構成されている。台湾に対する『一つの中

国』原則は、①世界で中国はただ一つ、②台湾は中

国の領土の不可分の一部、③中国と台湾の政府は一

つであり、すなわち中華人民共和国政府である、と

いう三要素から成り、台湾にも中国と同様に『一つ

の中国』原則を堅持してきた歴史があると、中国政

府は主張している。国際社会に対する『一つの中国』

原則は、①世界で中国はただ一つ、②台湾は中国の

領土の不可分の一部、中華人民共和国政府はすべて

の中国人民を代表する唯一の合法政府である、とい

う三要素から成る」2と指摘する。つまり、中国大陸

では、毛沢東以来、一貫して「一つの中国」の立場を

堅持し、1971 年国連総会での中国代表権の獲得を経

て、その姿勢を顕示している。 
 

2.2 台湾における解釈 
福田は、台湾での「一つの中国」原則の解釈につ

いて、「蔣介石政権は、①世界で中国はただ一つであ

り、②台湾は中国の領土の不可分の一部であるとい

う点に関しては、中国政府と同様の主張を行ってい

たが、『中国』の主権に関しては、国府こそが正統政

府であると主張し、『漢賊並び立たず』の立場を採っ

ていた。さらに、蔣介石は『賊』である共産党政権か

ら大陸を取り戻すために『大陸反攻』を標榜してい

た」3と説明する。 
しかし、台湾における「一つの中国」原則では、総

統の交代に伴い、同原則の解釈や取り扱いに関し、

廃棄や解消こそないものの国家統一委員会の設置や

廃止など、大幅な範囲の中で弾力的に変化する「一

つの中国」路線の様相を経てきた特徴がある。 
 

2.3 中台両岸の解釈の差異と国際社会の認識 
中台両岸は、共に中国はただ一つであり、中国大

陸も台湾も中国の領土の不可分の一部であるという

点で概ね一致してきた一方で、中国の正統な政府に

ついて、各々が自らの政府に正統性があると主張し

ている点に解釈の違いがある。他方、国際的立場で

は、国連における台湾の代表権は、1970 年第 25 回
国連総会で中国大陸を国連に迎え入れたいという気

運が盛り上がり、1971 年 10 月 25 日の第 26 回国連

総会にて中国代表権に関する決議 2758 が採択され、

中国大陸が台湾に代わり国連の活動に参加すること

となった。また、米国等は中国大陸の国連参加を認

め、安保理常任理事国の席に加えると同時に台湾の

議席をも認める二重代表制決議案を提出するととも

に、日本は、中国大陸の国連参加を阻まないが、台

湾の議席追放には反対であるとの基本方針を発表し、

かつ二重代表制決議案及び追放反対重要問題決議案

を共同提案する旨を発表した4。つまり、当時の日米

の方針は、中台両岸が「一つの中国」を主張する一

方で、一国一票を採用している国連において、双方

に対して国連の議席を承認する姿勢を示しており、

中台両岸の各々を国家として扱っていたと言える。 
なお、米国の 1978 年の米中共同声明での認知は、

「台湾は中国の一部であるとの中国の立場に異論を

唱えないが、台湾の安全には関与する」という「一

つの中国政策」であり、1980 年 1 月の米華相互防衛

条約終了後は、「台湾関係法」により武器を供与し、

戦略的曖昧さと大きな矛盾を含みつつ、その状態を

維持することで米国の国益を確保していると言える。 
 
3. 「一つの中国」原則の解釈の変化 
「一つの中国」原則の解釈の変化について、中国

大陸と台湾とに区分し、各々の政策や行動を列挙し

た上で特徴を概観する。 
 
3.1 中国大陸における「一つの中国」原則の変化 
3.1.1 毛沢東（1949 年～1976 年） 
「中国は一つであり、中国大陸政府が中国の唯一

の合法政府である」という政治的立場を厳然と貫い

た。毛沢東時代は、台湾問題は中国大陸が帝国主義

勢力と対決する象徴であり、中国人民政治協商会議
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共同綱領第 2 条の「全中国領土を解放し、中国再統

一の大義を完成させる責任を負わなければならない」

との記載からも、「台湾解放」は中国の核心的な国家

目標として存在したものと言える。結果的には、「台

湾解放」を武力により達成する武力統一は米国の軍

事力により阻止されたが、1971 年第 26 回国連総会

にて、中国大陸政府が中国を代表する唯一の合法的

代表であること及び安全保障理事会の常任理事国の

一つであることの承認を得て、中国代表権争いには

勝利したと言える。 
 
3.1.2 鄧小平（1977 年～1989 年）5 
中国大陸の外交原則は「現状維持」ではなく「一

つの中国」原則に基づくものであり、1971 年の国連

総会において、台湾の代表権が追放された後、鄧小

平は米国との国交樹立を実現し、それに伴って米台

を断交させた。さらに、中国大陸の対台湾政策の大

方針を「台湾解放」から「平和的統一」へと転換し、

「一国二制度」による台湾問題の解決を提唱した。 
1978 年 12 月 16 日、米中の外交樹立に関するコミ

ュニケが発表され、米国が「中華人民共和国政府を

中国の唯一の合法政府として承認する」6ことを確認

した。この結果を受け、中国大陸は、1979 年 1 月 1
日、「台湾同胞に告げる書」を発表し、「祖国の平和

統一をめざす大政方針」7を宣言するとともに、中国

大陸による中台統一の呼びかけを開始した。この中

で、平和的統一と統一交渉の開始、「三通」（直接の

通商、通航、通信）の開始、「台湾解放」から「祖国

統一」へと路線を変更した。 
 
3.1.3 江沢民（1989 年～2002 年） 

1992 年や 1997 年に見られた中国大陸の「一つの

中国」に対して、「大陸と台湾は共に一つの中国に属

している」8という表現を用いて、三段論法を多少や

わらげたことで、一時的な「一つの中国」原則の柔

軟な解釈を行った。しかし、基本的には、「一国二制

度」による「一つの中華人民共和国」の実現を政治

的目標として掲げ、「一つの中国」原則を前提に台湾

との統一交渉に臨む姿勢を維持した。つまり、中国

大陸にとっての「一つの中国」原則を「達成すべき

目標」として堅持したと言える。 

1995 年 1 月 30 日、江沢民八項目提案では、「中国

は一つしかなく、台湾は中国の一部である。『二つの

中国』あるいは『一つの中国、一つの台湾』というも

のの存在は許されるものではなく、『台湾独立』には

断固反対する。台湾問題の解決には二種類の方式し

かなく、一つは平和的方式であり、いま一つは非平

和的方式である」と主張した。 
2000 年 2 月 20 日に中国国務院が発表した「一つ

の中国の原則と台湾問題」9（以下「第二次『台湾白

書』」という）において改めて「交渉の無期限延長」

に対する武力行使も辞さないと警告したが、江沢民

は、台湾への武力行使の可能性について、「中国人は

中国人のことを攻めない」と述べており、「一つの中

国」原則について、判断基準は曖昧であるものの、

祖国統一の完全な破棄を限度として武力の行使を留

保したものと考えられる。 
 
3.1.4 胡錦濤（2002 年～2012 年） 
松田は、陳水扁総統が二期目就任以前の 2004 年 5

月 17 日の「一つの中国」原則に関する国務院台湾事

務弁公室の声明（517声明）に関し、「国家の主権と

領土の保全を断固として防衛するという意思は決し

て動揺しない。『台湾独立』は、決して容認しない。」

とし、従来の「統一促進」を目的とした中国の台湾

政策の論調の変化を指摘する10。つまり、民主進歩党

の陳水扁の再選により、中国の対台湾政策は、「統一

促進」の実現可能性が後退し、「独立阻止」へと変化

したと理解できる。また、松田は、胡錦濤の権力強

化が進んだ 2005 年 3 月、「胡錦濤四項目」の、「一つ

の中国」原則の堅持は動揺しない等11の声明も、統一

促進ではなく、独立阻止を主眼としていると指摘す

る12。つまり、台湾での統一を望まない世論と現状の

国際情勢を直視すれば、統一促進という政治的主張

と現実との乖離が主張に変容を及ぼしたと言える。 
なお、中国大陸による台湾への武力による威嚇が

総統民選に与えた効果について、中国大陸寄りの総

統候補が全て落選した事実を鑑み、威嚇は効果が薄

く副作用が強いものと指摘13され、より実現可能性の

高い対抗措置を採用したものと評価できる。一方で、

2005 年 3 月 14 日、反国家分裂法を制定し、台湾独

立に対して非平和的手段を含む断固たる措置を合法
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化し、「非平和的手段」を行使する条件として、平和

統一の可能性が完全に失われた場合等14を規定した。

しかし、2006 年２月 27 日、台湾の国家統一委員会

の廃止と国家統一綱領の停止に対し、中国大陸は、

強く批判したものの武力の行使に及んではいない。 
松田は、「①『統一促進』ではなく『現状維持』に

重点があり、②『一国二制度』政策を『異なる制度と

高度な自治』と表現し、③『非平和的手段』行使の条

件を厳しくすることで、武力行使条件における一定

の『戦略的あいまいさ』を維持する」15と説明する。

つまり、台湾という核心的利益を確保するための武

力行使を留保しつつも、その「非平和的手段」を採

用する閾値を自ら高め、極めて限定的な運用となる

ように、自発的に抑制していると言える。 
 

3.1.5 習近平（2012 年～2025 年） 
2013 年 10 月 10 日、「両岸関係は国際関係ではな

い」と表現し、2015 年 11 月、シンガポールでの 1949
年の分断以来初となる習近平・馬英九会談にて、習

近平は「どのような党派、団体であろうとも、過去

に何を主張したことがあっても、『92 年コンセンサ

ス』の歴史的事実を承認し、その中核的意味に賛同

しさえすれば、我々は彼らと喜んで交流する」16と発

言し、1949 年の建国以来の中国大陸政府の一貫した

主張である台湾解放を堅持した。また、台湾解放・

台湾統一の極めて重要な課題としての位置付けは、

習近平の 2015 年 3 月の談話での「92 年コンセンサ

ス」17の強調からも裏付けられる18。 
他方、2018 年 2 月に「台湾に対する 31 項目の優

遇措置」（恵台 31 条）として、「投資と経済協力の領

域で台湾企業に大陸企業と同等の待遇を与える」こ

とと「台湾同胞が大陸で学修、創業、就職、生活をす

るために大陸同胞と同等の待遇を提供する」ことが

提起された19。 
一方で、2018 年 11 月の台湾での統一地方選挙で

の民進党の惨敗を受け、2019 年 1 月 2 日、「台湾に

告げる書」40周年の重要講話で提示された五項目（習

五点）では、台湾に対して「武力の使用を放棄する

ことを決して約束しない」と強硬な発言に至った。

福田は、習近平は、「中国人は中国人を攻撃しない」

としつつも「武力使用の放棄は承諾しない」と明示

し、胡錦濤と比べて、「武力行使」を強調する傾向が

強いと指摘する20。また、2019 年 7 月 24 日、中国は

「国防白書」を発表し、「我々は武力行使の放棄を約

束しない。（中略）もしも台湾を中国から分裂させる

者がいたら、中国の軍隊は一切の代価を惜しまず、

これを打ち砕き、国家の統一を防衛する」21という強

い言葉で蔡英文を牽制した。 
2022 年 8 月 10 日、「台湾問題と新時代の中国統一

の大義」22でも、改めて「平和統一」と「一国二制度」

を強調しつつ、台独主義や外部の干渉に対しての武

力行使の放棄を否定し、かつ、非平和的手段を含む

あらゆる措置を選択肢として留保しており、「一つの

中国」原則及び「92 年コンセンサス」を顕示してい

ると言える。つまり、台湾に対する強硬な政策とし

て台湾独立を牽制する表現を強化したが、胡錦濤政

権の延長線上にある、経済的抱き込みを主とした穏

健策を採用していると考えられる。 
 
3.1.6 小括 
中国大陸は、1949 年の建国以来、達成すべき目標

として「一つの中国」原則を前提に「一国二制度」の

もとで国家統一の方針について、基本的に一貫した

立場を採用しており、「一つの中国とは中華人民共和

国」という主張を堅持している。つまり、中国大陸

にとっての現状とは法的な「一つの中国」の状態で

あり、台湾による法律上の「地位の変更」による現

状の固定化・合法化は決して認められないとの姿勢

に変化は全く見られない。このため、中国大陸にと

っての台湾の「現状の固定化・合法化」は現状維持

とはならず、最も挑発的な「現状変更」と捉えられ

ており23、武力行使の対象としていることから、「一

つの中国」原則の解釈の基盤となる現状への認識が

初志貫徹されているものと言える。 
 
3.2 台湾における「一つの中国」原則の変化 
3.2.1 蔣介石（1949 年～1978 年） 

1948 年 5 月 20 日の総統就任演説において蔣介石

は、憲法と国家建設という任務の完遂及び三民主義

の理念の下、憲法に基づく国家統一、独立及び繁栄

の達成を目標として掲げ、全国同胞に対して主張し

た。また、外交政策については、国連の強化、既存の
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国際協力政策の確立及び自助政策の実施により国内

における自立を確立するとともに、対外的には対等

な立場で協力関係を促進する方針を宣言した。 
しかし、1949 年、国共内戦に敗れ、中華民国政府

が台湾に遷都して以降、「大陸反攻」を一大政治目標

として、「国家統一」、すなわち中華民国による中国

全土の統一という政治目標が全面に掲げられ、中国

を代表するのは中華民国であり、台湾は中国の領土

の一部であるという立場がとられた。このため、台

湾側にとっての「一つの中国」とは、「一つの中華民

国」を意味した。この蔣介石が掲げた「大陸反攻」及

び「国家統一」による「一つの中華民国」の政治目標

は、蔣経国へと引き継がれたが、1987 年の戒厳令解

除によって、「一つの中華民国」に変化が見られた。 
 
3.2.2 蔣経国（1978 年～1988 年） 

1978 年 5 月 20 日の総統就任演説において蔣経国

は、唯一の原則は三民主義であり、唯一の革命は国

民革命であり、反共民族復興は、三民主義と民族革

命の持続であると主張した。そして、国力を豊かに

し、人民の生活を改善し、憲法機能を拡大し、清潔

な政治を確立して三民主義を実践し、本土の回復

（光復大陸國土）と本土の同胞を救う行動（解救大

陸同胞的行動）が宣言され、外交政策は、中米関係

の強化、中国の利益は米国の利益であり、中国の害

は米国の害、中国と米国の関係は同じ利益であり、

分裂は同じ害であると主張した。つまり、蔣経国時

代に至っても「蔣介石」の「大陸反攻」を基本的に

継承したが、1987 年 7 月の戒厳令の解除によっ

て、台湾そのものの民主化が進むことで台湾そのも

のが変化を遂げ、「一つの中国」の解釈が実質的に

変容したと言える。 
 
3.2.3 李登輝（1988 年～2000 年） 

1988 年 1 月、蔣経国総統の死去により、李登輝副

総統が新総統に就任し、初期の「現段階における大

陸政策」では、「三不政策」24が確認され、「三民主義

による中国統一の行動強化」が強調された。 
1990 年 5 月 20 日の総統就任演説では、中華民族

の未来に偉大で長続きする基盤を築くかは、国内外

の 12億人の中国人の共通の責任（固然是海內外十二

億中國人的共同責任）であるとして、中華民国憲法

による健全な民主主義と政党政治の確立が主張され

た。つまり、本省人出身の李登輝の権力基盤が盤石

ではなかったことも影響し、蔣介石・蔣経国の「一

つの中国」路線が踏襲されたが、その後、「大陸反攻」

という「現状変更」政策は放棄された25。 
1990 年 11 月 8 日、総統の諮問機関である国家統

一委員会を設置し、1991 年 2 月 23 日に「大陸と台

湾はともに中国の領土であり、国家の統一を完成す

ることは、中国人共同の責任」であり、「理性、平和、

対等、互恵の原則の下で」段階的に国家統一を成し

遂げるべきという台湾側の国家統一の指針として

「国家統一綱領」26を打ち出した。 
しかし、1991 年 4 月、反乱鎮定動員時期臨時条項

の廃止により国共内戦の終結を宣言し、政治実体と

しての中国大陸を認め、1991 年の改憲で、憲法の効

力の及ぶ範囲を台湾に限り27、中国共産党の中国大陸

における統治権の合法性を認め、少なくとも特殊な

国と国との関係であるとしたが、独立の必要性につ

いては否定した28。つまり、中華民国が中国大陸全土

を統治するという虚構を捨て、事実上、台湾・澎湖

諸島及び金門・馬祖島を統括する中華民国もまた別

の政治実体であると自ら宣言することで、台湾の対

中国政策のあり方そのものを大転換させたと言える。 
黄は、1990 年に設置された総統直属の諮問機関で

ある国家統一委員会は、大陸政策の指導原則として、

「国家統一綱領」を定め、1992 年 8 月 1 日、同綱領

に基づき「一つの中国は一つの中華民国を指す」と

定義したと指摘する29。他方、1995 年 4 月 8 日の国

家統一委員会での李六項目提案では、「両岸分治の現

実に立脚した中国統一の追求」が含まれており、中

国が二つの政治実体によって分割統治されている点

が強調されたと言える30。 
松本は、1995 年 5 月の李登輝の訪米を経て、1996

年 6 月、李登輝が米国の学者との会見時に「『一つの

中国』とは、統一後にはじめて実現するものであり、

台湾は中国の一つの省に過ぎないという中国側の主

張は断じて受け入れられない」と語ったとし、「一つ

の中国」は未だ存在しないとの解釈を示したと指摘

し31、末期からは「一つの中国」を「未だ見ぬ一つの

中国」として捉えようとする姿勢が見られた。 
1996 年 5 月 20 日の中華民国初民選総統となった
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就任演説では、冒頭、2,130万人の同胞（兩千一百三

十萬同胞）が「人民の主権」の時代に突入、中華民族

は希望に満ちた領域に入ったと主張32し、1990 年の

総統就任演説の内容から大きな変化が見られた。 
 
3.2.4 陳水扁（2000 年～2008 年） 

2000 年以来、「一つの中国」原則の受け入れを拒否

し、「事実上の台湾独立化」を推し進めた。2002 年 8
月、中国大陸と台湾は海峡を挟んだ別の国という陳

水扁の「一辺一国」発言、「台湾」を「中華民国」の

略称として使う意向や「正名運動」及び憲法制定に

関する住民投票に関する発言を受け、選挙での勝利

を目指す行動と引き換えに米台関係を悪化させた。 
2004 年 5 月 20 日、2期目の総統就任演説において

陳水扁は、「5 つのノー」（中国に武力行使の意図がな

い限り、任期内に独立を宣言しないし、国号を変え

ないし、二国論を憲法に書き込まないし、現状を変

更する統一・独立を問う住民投票を推進しないし、

また国家統一綱領と国家統一委員会を破棄・廃止す

るという問題もないことを保証する）33の継続を示唆

し、「一つの中国」原則に対する歴史的事実は否定で

きず放棄できないと主張し、1 期目の独立志向から

の若干の修正が見られた一方で、中台間の「三通」

の受け入れは、中台両岸の経済依存を増長し、台湾

の中国大陸への隷属への傾倒を促進する点で以後の

政策に大きな影響を与えたものと考える。 
他方、2006 年 2 月 27 日、台湾の 2,300万人の将来

を選択する自由意志を保証するとの論理の下で、国

家統一委員会の廃止及び国家統一綱領の運用停止が

決定された34ことに対し、胡錦濤国家主席は「今後も

平和統一を目指すが、台湾を祖国から分離すること

は絶対に許さない。歴史の潮流に逆らう者は失敗の

運命から逃れられない」35と強く批判し、台湾周辺で

の大規模な軍事演習を実施したが、直接的な武力の

行使には及んでいない。 
なお、日本国政府は、外務報道官談話として「台

湾との関係についてのわが国の立場は日中共同声明

にあるとおりであり、何ら変更はない」36と表明した。 
以上のことから、陳水扁は、「一つの中国」を「未

だ見ぬ一つの中国」として捉える姿勢がみられ、「一

つの中国」という国家統一目標が、もはや「達成す

べき目標」ではなく、現在の中台関係を対等な関係

として位置付けることが台湾にとってのより重要な

政治的目標となっていた。つまり、「一つの中国」の

意味合いに曖昧さと解釈の幅を持たせつつ「二つの

対等な政治的実体の関係」としての中台関係を築く

ことを目指したものと言える。 
 
3.2.5 馬英九（2008 年～2016 年） 

2008 年 3 月、陳水扁の政策から一転、馬英九は「92
年コンセンサス」（九二共識）を受け入れ、特殊な国

と国との関係を否定した。2008 年 5 月 20 日の就任

演説では、「現状維持」としての新三不政策37と、中

国との対話再開を提起し「両岸人民は共に中華民族」

と強調し、岡田は、「一つの中国」の概念が主権や領

土を中心とした「属地主義」「属政府主義」から、「共

に中華民族」という「属人主義」的なものに置き換

えが示唆されると指摘する38。 
2012 年 5 月 20 日の 2期目において馬英九は、「一

つの中国、2 つの地区」としての現状維持を主張し

た。また、「2,300 万人の同胞」に対し、中華民国は

台湾において、新たな形で再出発したとの認識を展

開し、現状での中華民国の実効支配地域として憲法

上の領域に依拠する主張となった。そして、2013 年

4 月、馬英九は「二つの中国、一つの中国と一つの台

湾、台湾独立を推進しない」と明言し、2013 年 10 月

10 日、双十国慶節に際しての祝辞39では、「両岸の

人々は同じ中華民族であり、両岸関係は国際関係で

はない」と表現し、2015 年 11 月、1949 年の分断以

来、初となる習近平・馬英九会談がシンガポールに

て行われるに至ったのである。 
 
3.2.6 蔡英文（2016 年～2024 年） 

2016 年 5 月 20 日の総統就任演説において蔡英文

は、「第１に、1992 年の両岸両会会談の歴史的事実及

び求同存異40の共通の認知は歴史的事実であること。

第２に、中華民国の現行憲政体制。第３に、両岸の

過去 20数年間にわたる話し合いと交流の成果。第４

に、台湾民主主義の原則と普遍的な民意」41が既存の

政治的基礎と「2,300万人の台湾同胞」に対し主張し

た。そして、1992 年に両岸の両会（海峡交流基金会

と海峡両岸関係協会）が相互理解と求同存異の政治
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姿勢で理解が得られた歴史的事実を尊重するとした

のである。 
松田は、2015 年 12 月に蔡英文が「民進党は 1992

年の両岸会談の歴史事実を否認していないし、また

当時双方がともに相互諒解の精神を持ち、同じもの

を求めて異なるものを残したことに賛同する」42と挙

げたことを指摘する。 
2020 年 5 月 20 日の総統就任演説において蔡英文

は、「平和、対等、民主、対話」を掲げ、中国大陸が

主張する「一国二制度」が台湾海峡の現状を破壊す

るものと批判し、中華民国憲法と両岸人民関係条例

に基づき現状を維持する立場を主張した43。 
 
3.2.7 頼清徳（2024 年～） 

2024 年 5 月 20 日、総統就任演説において頼清徳

は、蔡英文前総統が 2021 年 10 月に示した対中政策

「四つの堅持」に基づく現状維持の方針と中台間の

対話・協力及び対等な立場での民間交流の再開の意

向を表明した。「四つの堅持」とは、「自由民主主義

の憲法、中華民国と中華人民共和国が互いに隷属し

合わないこと、主権の侵犯・併呑を許さないこと、

中華民国の将来は、台湾人民全体の意思に従うこと、

の 4 つを永遠に堅持すべきである」とすることが

「我々の最大公約数」と表明したものである44。また、

中華民国の将来は台湾の「2,300万人の意志」で決定

すると主張し、「一つの中国」原則における解釈は、

より台湾地域に限定化されていると考える。 
 

3.2.8 小括 
以上のことから、中華民国における「一つの中国」

原則の現状とは、中国大陸と台湾との分裂した政治

実体が並存しつつも、条件が揃えば将来的に「一つ

になる可能性がある政治実体」として認識されてお

り、歴代の総統就任演説からは、中国大陸との均衡

を保ちつつも幅広く弾力的に解釈が変更されてきた

と言える。また、その弾力の幅は民主化が進展し憲

法を遵守する体制下において、実効統治の範囲の人

民の世論を反映した内容に留まりつつ、国際社会の

動向にも配慮しており、中国大陸における共産党政

権が成立して以来の初志貫徹した認識とは乖離して

いるものと考えられる。 

表 1 は、総統就任演説における「一つの中国」原

則に関連する事項を抽出したものである。 
表 1 総統就任演説での主張の抜粋一覧表 

総 統 主張の概要 
蔣介石 
（1949 年～ 
1975 年） 
中国国民党 

憲法と国家建設という任務を完全に成功さ

せる。内政は、憲法を通じた国家統一、独

立、繁栄及び憲法を通じた国民の幸福と進歩

の達成し、法の支配の基盤を確立。軍を強化

し軍事的反乱を鎮圧し、民生の原則を貫徹。 
外交政策は、国連の強化、確立された国際

協力政策を継続すると同時に、自助政策を実

施し国内で自立し、対外的に対等な立場で協

力する。 

厳家淦 
（1975 年～ 
1978 年） 
中国国民党 

蔣経国 
（1978 年～ 
1988 年） 
中国国民党 

唯一の原則は三民主義45であり、唯一の革命

は国民革命で、反共民族復興は三民主義と民

族革命を持続することである。三民主義を実

践し、本土の回復と同胞を救助する。 
外交政策は中米関係の強化、中華民国の利

益は米国の利益であり、中華民国の害は米国

の害、中華民国と米国の関係は同じ利益であ

り、分裂は同じ害である。 
李登輝 
【1 期目】 
（1988 年～ 
1996 年） 
中国国民党 

中華民族の未来に偉大で長続きする基盤を

築くかは、国内外の 12 億人の中国人の共通の

責任である。過去の中華民国の様々な建設は
、、、、、、、、、、、、、、

台湾、澎湖、金門地域に限られる
、、、、、、、、、、、、、、、

が、全計画

は中国全体の未来に焦点を当てる。台湾と本

土は中国の不可分の領土であり全ての中国人

は血で繋がった同胞である。一つの中国を前

提とした対外関係を目指し祖国統一を達成。 
李登輝46 
【2 期目】 
（1996 年～ 
2000 年） 
中国国民党 

2,130
、、、、、

万人の同胞
、、、、、

47が正式に「人民主権」の
、、、、、、、、、、、

新時代に突入
、、、、、、

、中華民族は希望に満ちた新た

な領域にある。中華民国が国際社会と将来の
、、、

祖国統一
、、、、

の過程で中枢的な役割を果たし、大
、

台湾を運営し
、、、、、、

、新しい中原を確立する。台湾
、、

で中華民国建設
、、、、、、、

に取り組む一方で、台湾独立

路線を採用する必要も可能性もない。両岸の

歴史的要因による分断、台湾海峡の両側が祖

国統一を目指すのも事実、両岸の中国人民の

力を集めて中華民族の繁栄と発展を追求。 
陳水扁 
【1 期目】 
（2000 年～ 
2004 年） 
民主進歩党 

台湾総統選挙は国民と民主主義の勝利。台

湾は立ち上がり、謙虚であるが引き下がらな

い、自信はあるが満足しない。台湾海峡の両

岸の指導者が、民主的互恵の原則を堅持し、

将来の「一つの中国」問題に共同で対処する

必要がある。（5 つのノー）48を約束する。 
自由と民主主義万歳、台湾人民万歳

、、、、、、
 

陳水扁 
【2 期目】 
（2004 年～ 
2008 年） 
民主進歩党 

2,300
、、、、、

万の国民
、、、、

49が共同で描いた成果を主

張。団結した台湾、平穏な両岸関係などを目

指し、台湾を信じて、継続して国際競争力を

高め、台湾
、、

人民
、、

及び我が国のニーズに合致し

た新憲法を台湾人民に手渡すことを公約。台

湾の民主主義発展と台湾海峡の平和安定の維

持を強調。「一つの中国の原則」を放棄できな
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い一方、中華民国が台湾、澎湖、金門、馬祖
、、、、、、、、、、、、、、、、

に存在し台湾が国際社会に存在する事実
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

は否

定できないとの、全台湾人民の意志の存在を

主張。中国指導者の近安定的な発展の重要

性、13 億の大陸人民の福祉を強調。「平和的

台頭」を国際関係開拓の基調と主張の上に

「両岸平和発展委員会」を設置し、｢両岸平和

発展綱領」を制定し、台湾海峡両岸の平和安

定と永続的な新関係を主張。 
馬英九 
【1 期目】 
（2008 年～ 
2012 年） 
中国国民党 

国民党の「完全統治、完全責任」の政治観

を実践。台湾の主流世論に最も合致する「新

三不政策」の立場を取り、憲法下で台湾海峡

の現状を維持。1992 年、両岸は「一中各表」

について合意、今後も「九二共識」に基づき

協議を再開し、「現実に直面し未来を創造」と

の原則を堅持する。両岸の人々は中華民族に
、、、、、、、、、、、

属し
、、

ており、台湾と大陸は必ず平和と共栄の

道を見いだすことができる。 
私は 2,300

、、、、、
万人の信頼を背負った
、、、、、、、、、、

、中華民
、、、

国は台湾において、新たな形で再出発
、、、、、、、、、、、、、、、、、

した。 
台湾の民主主義万歳

、、、、、、
、中華民国万歳。 

馬英九 
【2 期目】 
（2012 年～ 
2016 年） 
中国国民党 

国家発展の五本の柱50を目標として、幸福な

台湾を打ち立てる。国家の安全を保障する鉄

のトライアングル51を明示。両岸政策は憲法の

枠組みのもと、「新三不政策」として台湾海峡

の現状を維持、「九二共識、一中各表」を基礎

とし、両岸和平の推進を主張。「一つの中国」
、、、、、、、

とは、中華民国のこと
、、、、、、、、、、

である。中華民国の領

土は憲法に基づき、台湾と中国大陸を包括す

るが、現時点で政府の統治権が及ぶのは台
、、、、、、、、、、、、

湾・澎湖・金門・馬祖
、、、、、、、、、、

。20 年来、憲法による

両岸の位置付けは「一つの中華民国、二つの

地区」の実務的な位置付けであり、「相互に主

権を承認せず、相互の統治権を否認せず」と

いう共通認識を確立することを主張。 
蔡英文 
【1 期目】 
（2016 年～ 
2020 年） 
民主進歩党 

「1992 年に両岸の両会が相互理解と求同存異

の政治的姿勢で、意思疎通を行い、若干の共

通の認知と理解が得られた」ことを歴史的事

実として尊重し、この既存の事実と政治的基

礎の上に、両岸関係の平和的な安定と発展の

推進を主張。国民同胞の皆様、2,300
、、、、、

万の台湾
、、、、

人民
、、
へと呼びかけた。 

蔡英文 
【2 期目】 
（2020 年～ 
2024 年） 
民主進歩党 

北京当局の「一国二制度」による台湾の矮

小化に対し、台湾海峡の現状破壊の拒否を堅

持する不変の原則及び現状維持の一貫した立

場を主張。情勢の変化に応じ、原則を固く守

ると同時に問題の解決には開けた態度を堅持

して責任を果たすとし、対岸の指導者も見合

った責任を担い、共同で両岸関係の長期的な

発展の安定的な実現に期待。 
我々
、、

2,300
、、、、、

万人
、、

52、中華民国は団結でき、台

湾は安全で、台湾人の栄誉を感じられる。 

頼清徳 
（2024 年

～） 
民主進歩党 

中華人民共和国が中華民国の存在事実を直

視し台湾人民の選択の尊重を望む。 
2,300
、、、、、

万の人民
、、、、

に対し、中国が台湾に対する

武力侵攻の可能性を断念していないとの認

識、中国からの脅威や浸透に対して、国家安

全保障の法制度を改善し、国防を強化し、経

済の安全保障を構築し、両岸関係の安定、原

則に基づくリーダーシップを発揮する。 
同胞に対し、中華民国台湾の将来は 2,300

、、、、、

万の人民が共同で決定
、、、、、、、、、、

、中華民国と中華人民

共和国は互いに隷属しない、台湾を世界で尊

敬される偉大な国にする。 
出所：中華民国総統府53、台北駐日経済文化代表処54、中華民

国大陸委員会55、TAIWANTODAY56、台湾新聞（日本語版）57

の各ホームページを参考に筆者作成。また、下線部・傍点は、

「一つの中国」を台湾周辺に限定的に表現しているものと筆

者が理解した部分である。 
 

4. 「一つの中国」原則と憲法改正 
4.1 中国大陸の憲法改正との関係 

1949 年 9 月 29 日に採択された、中国人民政治協

商会議共同綱領には、第 2 条において、「中華人民共

和国中央人民政府は、人民解放戦争を最後まで遂行

し、全中国領土を解放し、中国再統一の大義を完成

させる責任を負わなければならない」58として、中国

の統一が明文化された。その後、1954 年、1975 年及

び 1978 年と憲法が制定・改廃され、1982 年に制定さ

れた現行の憲法59は、中国大陸の根本制度・任務を規

定、基本原則と改革・開放の基本方針を確定してお

り、序言にて、「台湾は中華人民共和国の神聖な領土

の一部である。祖国統一の大義を成し遂げることは、

台湾同胞を含むすべての中国人民の神聖な責務であ

る」60と明記した。更に、第 52 条には「中華人民共

和国の公民は、国家の統一および全国各民族の団結

を維持する義務を負う」61と規定しており、台湾の統

一が核心的利益の一部であることの証左と言える。 
なお、序言中の「祖国統一」に関する文言は、直近

の 1978 年憲法において「台湾は、中国の神聖な領土

である。我々は、必ず台湾を解放し、祖国統一の大

業を完成しなければならない」62との文言で追加され、

表現に若干の変化が見られるものの、1982 年の制定

以来、1988 年、1993 年、1999 年、2004 年及び 2018
年の改正を経ているが、当該「祖国統一」の記載は

維持され続けていることからも台湾統一は核心的利

益の重要な部分を占めるものと考える。 
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他方、2018 年の改正では、「科学的発展観」及び「習

近平の新時代における中国の特色ある社会主義思想」

が追加されるとともに、国家主席及び国家副主席の

2 期 10 年までという任期制限が撤廃されたことで、

習近平による「中華民族の偉大な復興」に向けた政

策の実効性がより一層増大し、祖国統一を念頭に「一

つの中国」原則の主張に変化はないものと言える。 
したがって、習近平は、憲法改正により３期目の

続投を可能とし、法により留保しつつも武力行使の

可能性を強め「一つの中国」という一貫した目標を

堅持し牽引しているものと考える。 
 
4.2 台湾の憲法改正との関係 

1949 年、台湾に移転した中華民国政府が現在、実

効的に支配している地域は、台湾島のほかは、澎湖

諸島、金門島及び馬祖島といった島々に限られてい

る。一方で、1946 年 12 月に制定された中華民国憲

法は、中国国民党政府が大陸に拠点を有していた時

点において、中国全土に効力を有するものとして制

定されたことから、憲法制定前後の大きな情勢の変

化によって、現実社会との矛盾を孕むこととなって

いる。これに対し李登輝は、1991 年の改憲63にて国

家主権の及ぶ範囲を限定し、以降、指導者の交代と

国際情勢や国際関係の変化に対応している。 
しかし、全中国支配を前提とする中華民国憲法を

実体に即した内容とするには、中華民国憲法第 174
条64の規定により、国民大会代表の三分の二が出席し、

その四分の三の賛成による議決が必要との厳しい要

件を満たす必要がある。また、同第 4 条には「その

領土の変更は国民大会の決議を経なければならない」

と規定されるため、領土の変更には、極めて困難を

要する。このため、1991 年以降の現状への対応は、

憲法本文の改正ではなく、「中華民国憲法増修条文」

として制定することで漸次対応していると言える。 
松本は、1991 年の改憲に関し、1999 年 7 月 20 日

の李登輝による中台関係の新定義に関する開陳とし

て「1991 年の改憲で、憲法の効力の及ぶ範囲を台湾

に限り、中国の大陸における統治権の合法性を認め

た。総統、副総統などを台湾地区人民の直接選挙で

選び、全国家機関は台湾地区人民だけを代表するよ

うにした国家間力の統治の正統性は台湾地区人民の

授権によるもので、中国大陸人民とは完全に関係な

い」65とし、李登輝が「二国論」を通じて中国が主張

する「一つの中国」原則を退け、「一つの中国」が存

在しないと公式的に位置付けたと指摘する。 
松田は、1994 年の改憲では、1996 年から、中華民

国総統は台湾、澎湖、金門及び馬祖地域のみで直接

選挙にて選出するとされ、事実上ほぼ台湾のみでの

選出となったと指摘する66。 
したがって、台湾は、全中国支配という中華民国

憲法そのものの改正手続きを経ることなく、追加条

文を制定するという変則的な体系下で「一つの中国」

を掲げつつ中華民国の台湾化は同時進行しており、

政治実体として統治していると考える。 
 
5. 「一つの中国」原則の解釈とその限界 
以上のことから、中国大陸の「一つの中国」原則

は、建国以来、概ね一貫した方針を貫徹している一

方、中華民国における同原則の解釈は、弾力的に大

きく変容していることを確認した。 
表 2 は、大きく変容する中華民国における「一つ

の中国」原則に係る政策の変化に対応した中国大陸

の措置の変化の抜粋である。中国大陸は達成すべき

目標としての「一つの中国」原則を前提とする一方、

長期的な目標を堅持しつつも情勢に応じた時々の限

界を設定し、将来の実現可能性を確保してきた特徴

が捉えられる。このため、世論や物理的崩壊によっ

て両岸統一を将来的に破滅させることとなる武力行

使を留まるように、均衡を維持しつつ全体を俯瞰し

た望ましい状態を作為しているものと考える。 
表 2 台湾における中国大陸の政策・措置 
  

中国大陸の対台湾政 
策・措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
台湾の対中国大陸 
政策・措置 
 

 
【中国大陸】 
 
達成すべき目標として

「一つの中国」原則を前
提に「一国二制度」の下で
国家統一の方針について
基本的に一貫した立場を
採用し、「一つの中国とは
中華人民共和国」という
主張の堅持 
「台湾解放」は、「祖国

統一」、「統一促進」、「独立
阻止」を経て「現状維持」
へと変化 
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1957 年 
三不政策 

1979 年 
蔣経国は、蔣介石の方
針を継承。 

1978 年 
憲法序言に「祖国統一」

を追加 
1979 年 
葉剣英は「台湾同胞に
告げる書」にて、「台湾解
放」を「祖国統一」へと台
湾政策の方針変更。 
 
1995 年 1月 30日 
江沢民八項目提案 

「平和的方式」と「非平和
的方式」 
2000 年 2月 20日 
第二次「台湾白書」にて

「交渉の無期限延長」に
対しては武力行使 
2005 年 3月 14日 
「反国家分裂法」「武力行
使」から「非平和的手
段」、「統一促進」から「現
状維持」 
2015 年 3月 4日 
談話にて「92 年コンセ
ンサス」を強調 
2019 年 1月 2日 
重要講話にて「武力の
使用を放棄することを決
して約束しない」との発
言 

1988 年～2000 年 
三民主義と中国統一 

三通の受け入れ 
1990 年 8月 
国家統一委員会設置、

国家統一綱領 
1991 年 4月 30日 
動員戡乱時期臨時条
款の廃止 
1991 年 
改憲、中華人民共和国

の合法性承認 
1995 年 
李登輝六項目提案 

1996 年 
初の総統民選実施 
1999 年 7月 
李登輝「二国論」発言 

2006 年 2月 
国家統一委員会・国家

統一綱領廃止 
2008 年 5月 
新三不政策 

出所：人民網（日本語版）、中華人民共和国外交部、台北駐日

経済文化代表処、中華民国大陸委員会の各ホームページを参

考に筆者作成。 
 

6. おわりに 
本稿では、1949 年から 2025 年に至る中国大陸と

台湾との間の「一つの中国」原則に関する解釈及び

認識の変化とその限界について、中台両岸の指導者

及び政権の採用した政策を中心に検討した。検討し

た結果は、まず、中台両岸の「一つの中国」原則の解

釈の変化について、各指導者等の実施した政策に着

目して、現状を捉える「現状維持」の解釈に差異が

あり、中台両岸の政策に影響を与えていると概観し
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4.  日本国外務省ホームページ、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1972/s4
7-2-4-1.htm、2025 年 10 月 8 日閲覧。 

5.  華国鋒政権（1977～1980 年）は短期間にとどまっ

た。次に、各指導者が採用した政策と各々の憲法と

の関連について、中国大陸の「一つの中国」原則は、

建国理念に係る武力行使をも厭わない価値がある一

方で、台湾では現実的な状況に弾力的に内容を適応

させてきたと析出した。そして、中台両岸の採用し

た政策とその実行から、「一つの中国」原則に対する

認識の変化とその限界について、現実的な状況を追

認することで国際社会からの理解を大きく逸脱しな

い程度に均衡を保ちつつ行動していると考察した。 
以上のことから、中台両岸及び第三国における「現

状」とは、各々の解釈が異なることを確認した。つ

まり、中華民国にとっての現状とは分裂・分治状態

であり、現状維持とは、台湾が一貫して国家である

という状態の維持と言える。また、米国にとっての

現状とは、地域における米国の圧倒的な優勢であり、

中台両岸が米国の意志に逆らわない状態と言える。

このため、米国にとっての「現状維持」とは、「中国

が武力を行使しないこと」であり、「台湾は独立しな
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